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(57)【要約】
【課題】飲料に添加した際に飲料への分散性が良く、また、乳化安定性に優れた飲料用分
散油脂を提供する。
【解決手段】飲料用分散油脂は、油脂と乳化剤とを含有し、該乳化剤として、ジグリセリ
ン脂肪酸エステルとポリグリセリン縮合リシノレートとを含有することを特徴とする。前
記乳化剤として、更にソルビタン脂肪酸エステルを含有するものであることが好ましく、
前記ジグリセリン脂肪酸エステルの含量は１．５～４質量％であり、前記ポリグリセリン
縮合リシノレートの含量は０．３～４質量％であり、前記ソルビタン脂肪酸エステルの含
量は０．５～４質量％であることが好ましく、前記ソルビタン脂肪酸エステルは、ラウリ
ン酸を構成脂肪酸として含有することが好ましい。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　油脂と乳化剤とを含有し、該乳化剤として、ジグリセリン脂肪酸エステルとポリグリセ
リン縮合リシノレートとを含有することを特徴とする飲料用分散油脂。
【請求項２】
　前記乳化剤として、更にソルビタン脂肪酸エステルを含有する、請求項１に記載の飲料
用分散油脂。
【請求項３】
　前記ジグリセリン脂肪酸エステルの含量は１．５～４質量％であり、前記ポリグリセリ
ン縮合リシノレートの含量は０．３～４質量％である、請求項１又は２に記載の飲料用分
散油脂。
【請求項４】
　前記ソルビタン脂肪酸エステルの含量は０．５～４質量％である、請求項１～３のいず
れか１項に記載の飲料用分散油脂。
【請求項５】
　前記ソルビタン脂肪酸エステルは、ラウリン酸を構成脂肪酸として含有する、請求項１
～４のいずれか１項に記載の飲料用分散油脂。
【請求項６】
　前記油脂は、ＭＣＴオイル、ココナッツ油、亜麻仁油、えごま油、オリーブ油、グレー
プシード油、こめ油、魚油、ゴマ油、アボカド油、アーモンド油、ピーナッツ油、マカダ
ミアナッツ油から選ばれた１種又は２種以上である、請求項１～５のいずれか１項に記載
の飲料用分散油脂。
【請求項７】
　前記請求項１～６のいずれか１項に記載の飲料用分散油脂を含有することを特徴とする
飲料。
【請求項８】
　前記飲料用分散油脂を、液体中に１～７質量％含有する請求項７に記載の飲料。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、飲料に添加した際に飲料への分散性が良く、また、乳化安定性に優れた飲料
用分散油脂に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、一部の油脂は健康に良いとして注目を集めている。例えば、ＭＣＴ（Medium Cha
in Triglycerides：中鎖脂肪酸）オイルは、それに含まれる中鎖脂肪酸が速やかにエネル
ギー化されるため、十分に食事を摂ることが困難な高齢者や病中病後の患者に好適に使用
されている。また、エイコサペンタエン酸（ＥＰＡ）やドコサヘキサエン酸（ＤＨＡ）を
豊富に含むオイルは、高血圧や老化の防止に有効であることが報告され、健康食品として
広く販売されている。
【０００３】
　しかし、油脂は、水への分散性が劣るため、飲料に添加して摂取しにくいという問題が
あった。
【０００４】
　この問題を解消するものとして、例えば、特許文献１には、不飽和ジグリセリン脂肪酸
エステルを０．２重量％以上含むことを特徴とする食品用乳化油脂が記載されている。ま
た、特許文献２には、油脂を１２～３０質量％、ゲル化剤、及び水を含有し、所定の硬さ
であるゼリー飲料であって、該油脂が中鎖脂肪酸トリグリセリドを含む粉末油脂であり、
該粉末油脂中に乳蛋白質を５～２５質量％含有することを特徴とするゼリー飲料が記載さ
れている。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開平８－１４９９５０号公報
【特許文献２】特許第６１９８９９５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、特許文献１，２等に記載された油脂は、飲料に添加した際の分散性や、
乳化安定性について十分に満足できるものではなかった。
【０００７】
　よって、本発明の目的は、飲料に添加した際の分散性が良く、また、乳化安定性に優れ
た飲料用分散油脂を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明者らは、上記目的を達成するため鋭意研究した結果、油脂と乳化剤とを含有し、
該乳化剤としてジグリセリン脂肪酸エステルとポリグリセリン縮合リシノレートとを含有
する油脂とすることにより、飲料に添加して、必要に応じて簡便に攪拌した際に分散性が
良く、また、乳化安定性に優れたものとなることを見出し、本発明を完成するに至った。
【０００９】
　すなわち、本発明の１つは、油脂と乳化剤とを含有し、該乳化剤として、ジグリセリン
脂肪酸エステルとポリグリセリン縮合リシノレートとを含有することを特徴とする飲料用
分散油脂を提供するものである。本発明の飲料用分散油脂は、飲料に添加して、必要に応
じて簡便に攪拌した際に分散性が良く、また、乳化安定性に優れたものとすることができ
る。
【００１０】
　本発明の飲料用分散油脂においては、前記乳化剤として、更にソルビタン脂肪酸エステ
ルを含有するものであることが好ましい。
【００１１】
　また、本発明の飲料用分散油脂においては、前記ジグリセリン脂肪酸エステルの含量は
１．５～４質量％であり、前記ポリグリセリン縮合リシノレートの含量は０．３～４質量
％であることが好ましい。
【００１２】
　更に、本発明の飲料用分散油脂においては、前記ソルビタン脂肪酸エステルの含量は０
．５～４質量％であることが好ましい。
【００１３】
　更に、本発明の飲料用分散油脂においては、前記ソルビタン脂肪酸エステルは、ラウリ
ン酸を構成脂肪酸として含有することが好ましい。
【００１４】
　更に、本発明の飲料用分散油脂においては、前記油脂は、ＭＣＴオイル、ココナッツ油
、亜麻仁油、えごま油、オリーブ油、グレープシード油、こめ油、魚油、ゴマ油、アボカ
ド油、アーモンド油、ピーナッツ油、マカダミアナッツ油から選ばれた１種又は２種以上
であることが好ましい。
【００１５】
　また、本発明のもう１つは、上記飲料用分散油脂を含有することを特徴とする飲料を提
供するものである。本発明の飲料は、油脂が良好に分散され、また、優れた乳化安定性を
有するものとなる。
【００１６】
　本発明の飲料においては、前記飲料用分散油脂を、液体中に１～７質量％含有すること
が好ましい。
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【発明の効果】
【００１７】
　本発明の飲料用分散油脂は、飲料に添加し、及び／又は簡便に攪拌した際に分散性が良
く、また、乳化安定性に優れたものとすることができる。
【００１８】
　本発明の飲料は、油脂が良好に分散され、また、優れた乳化安定性を有するものとなる
。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　本発明の飲料用分散油脂は、油脂と乳化剤とを含有する。
【００２０】
　本発明に用いる油脂としては、食用油脂を使用することができる。具体的には例えば、
パーム油、パーム核油、コーン油、綿実油、大豆油、ナタネ油、ヒマワリ油、サフラワー
油、オリーブ油、牛脂、乳脂、豚脂、カカオ脂、鯨油、ＭＣＴオイル（中鎖脂肪酸油）、
ココナッツ油、亜麻仁油、えごま油、オリーブ油、グレープシード油、こめ油、魚油、ゴ
マ油、アボカド油、アーモンド油、ピーナッツ油、マカダミアナッツ油等の各種植物油脂
や動物油脂等から得られる１種または２種以上の油脂を混合して使用することができ、ま
た、これらを水素添加、分別処理、エステル交換して得られる油脂も使用することができ
る。これらの中でも、特に健康に良いとされている油脂であるＭＣＴオイル（中鎖脂肪酸
トリグリセリド油）、ココナッツ油、亜麻仁油、えごま油、オリーブ油、グレープシード
油、こめ油、魚油、ゴマ油、アボカド油、アーモンド油、ピーナッツ油、マカダミアナッ
ツ油を使用することが好ましい。
【００２１】
　本発明の飲料用分散油脂中の油脂含量は、９０～９７．５質量％であることが好ましく
、９２～９６質量％であることがより好ましい。油脂含量が、９０質量％未満であると、
飲料に添加した場合に油脂を効率的に摂取することができなくなる傾向になり、９７．５
質量％を超えると、相対的に乳化剤含量が減ってしまうため、本発明の効果が得られなく
なる傾向がある。
【００２２】
　本発明の飲料用分散油脂は、乳化剤として、ジグリセリン脂肪酸エステルとポリグリセ
リン縮合リシノレートとを含有する。ジグリセリン脂肪酸エステルを含有し、ポリグリセ
リン縮合リシノレートを含有しないと、飲料に添加した際の油分散性が良いものとはなら
ない。
【００２３】
　ジグリセリン脂肪酸エステルを構成する脂肪酸としては、食用可能な脂肪酸であれば特
に制限はないが、例えば、炭素数８～２４の飽和脂肪酸（例えば、カプリル酸、カプリン
酸、ラウリン酸、ミリスチン酸、パルミチン酸、ステアリン酸、ベヘン酸、リグノセリン
酸等）、又は炭素数８～２４の不飽和脂肪酸（例えば、パルミトレイン酸、オレイン酸、
エライジン酸、リノール酸、リノレン酸、エルカ酸等）が挙げられ、これらの脂肪酸は、
１種又は２種以上の脂肪酸の混合物であってもよい。
【００２４】
　本発明に用いるジグリセリン脂肪酸エステルにおいては、ＨＬＢが６．５～８．５であ
るものを含有することが好ましく、７．０～８．０であるものを含有することがより好ま
しい。これにより、飲料に添加した際に、分散性が更に良いものとなり、また、乳化安定
性に更に優れたものとなる。
【００２５】
　本発明の飲料用分散油脂中のジグリセリン脂肪酸エステル含量は、１．５～４質量％で
あることが好ましく、２～３質量％であることがより好ましい。ジグリセリン脂肪酸エス
テル含量が１．５質量％未満であると、飲料に添加した際に、分散性が不十分となる傾向
があり、４質量％を超えると、風味が悪くなる傾向がある。
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【００２６】
　本発明の飲料用分散油脂中のポリグリセリン縮合リシノレート含量は、０．３～４質量
％であることが好ましく、０．５～３質量％であることがより好ましい。ポリグリセリン
縮合リシノレート含量が０．３質量％未満であると、飲料に添加した際に、飲料への分散
性が不十分となる傾向があり、４質量％を超えると、油脂が粒状に凝集する傾向がある。
【００２７】
　本発明の飲料用分散油脂は、乳化剤として、更に、ソルビタン脂肪酸エステルを含有す
る。これにより、飲料に添加した際に、分散性が更に良いものとなり、また、乳化安定性
に更に優れたものとなる。
【００２８】
　ソルビタン脂肪酸エステルにおいては、ラウリン酸を構成脂肪酸として含有することが
好ましく、ラウリン酸を構成脂肪酸中に３０質量％以上含有することがより好ましく、４
０質量％以上含有することがさらに好ましく、５０質量％以上含有することが最も好まし
い。
【００２９】
　また、ソルビタン脂肪酸エステルはＨＬＢが４．０～９．０であるものを含有すること
が好ましく、６．５～８．５であるものを含有することがより好ましい。これにより、飲
料に添加した際に、分散性が更に良いものとなり、また、乳化安定性に更に優れたものと
なる。
【００３０】
　本発明の飲料用分散油脂中のソルビタン脂肪酸エステル含量は、０．５～４質量％であ
ることが好ましく、１～３質量％であることがより好ましい。ソルビタン脂肪酸エステル
含量が０．５質量％未満であると、これを更に含んだことで得られる効果が乏しくなる傾
向にあり、４質量％を超えると、本発明の飲料用分散油脂を飲料へ分散させたとき、油脂
が細かく凝集し、飲料の表面がやや白濁する。
【００３１】
　上記の乳化剤は既知の方法により合成して用いることができ、また、市販されているも
のを用いることができる。
【００３２】
　本発明の飲料用分散油脂には、本発明の効果を損なわない範囲で、上記以外の乳化剤、
糖類、調味料等の呈味成分、香料、着色料、ビタミン、酸化防止剤、保存料、ｐＨ調整剤
等の他の成分を含有させることができる。その他の乳化剤として、ショ糖脂肪酸エステル
、プロピレングリコール脂肪酸エステル、レシチン、リゾレシチン、有機酸モノグリセリ
ド等が例示できる。
【００３３】
　本発明の飲料用分散油脂は、飲料への分散性が良く、また乳化安定性に優れるので、飲
料に添加し、及び／又は簡便に攪拌することで油脂を摂取することができる。飲料に添加
する際には、飲料用分散油脂を直接飲料に添加してもよく、水に希釈してエマルションと
したものを添加してもよい。更に、添加した後に、飲料用分散油脂と飲料とを攪拌させて
もよい。
【００３４】
　本発明の飲料用分散油脂を添加する飲料としては、特に制限はないが、例えば、コーヒ
ー飲料、茶飲料（緑茶飲料、ブレンド茶飲料、紅茶飲料、烏龍茶飲料等）、果実・野菜飲
料、清涼飲料、炭酸飲料、乳飲料、乳性飲料、スポーツドリンク、果汁入り清涼飲料、果
実または野菜入り飲料、ビール、発泡酒、ビールテイスト飲料、チューハイ、カクテル、
ウイスキー、ブランデー、リキュール、スピリッツ、焼酎、マッコリ、ワイン、梅酒、そ
の他アルコール飲料、ビールテイストのノンアルコール飲料、カクテル・チューハイテイ
ストのノンアルコール飲料、梅酒テイストのノンアル－ルコール飲料、ノンアルコールソ
ーダ、ニアウォーター、ニアウォーターフレーバー飲料、天然水、ミネラルウォーター、
スパークリングウォーター、天然水加工飲料、栄養補助食品としての飲料やその他の栄養
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飲料、健康飲料、各種の健康茶、その他の飲料等が挙げられる。
【００３５】
　飲料に対する飲料用分散油脂の添加量は、飲料全体中に１～７質量％であることが好ま
しく、２～５質量％であることがより好ましい。この範囲とすることで、油脂の分散性が
良く、また乳化安定性に優れた飲料となる傾向にある。
【実施例】
【００３６】
　以下、実施例を挙げて本発明を更に具体的に説明するが、これらの実施例は本発明を何
ら限定するものではない。
【００３７】
　＜試験例１＞
　（１）飲料用分散油脂の製造
　表１に示す配合で飲料用分散油脂を製造した。具体的には、６０℃以上に加温した油脂
に乳化剤を添加撹拌して完全に溶解した
　表１中、ＭＣＴオイルはＭＡＳＥＳＴＥＲ　Ｅ６０００（輸入販売元：中央化成株式会
社）、ポエムＤＯ１００Ｖ（ＨＬＢ：７．４）、Ｌ３００（ＨＬＢ：８．０）、及びポエ
ムＯ８０Ｖ（ＨＬＢ：４．９）は理研ビタミン株式会社製、サンソフトＮｏ．８１８Ｒは
太陽化学株式会社製のものであり、いずれも商品名である。
【００３８】
【表１】

【００３９】
　（２）飲料の調製
　透明ビンに約５０℃の紅茶飲料を入れ、上記（１）で製造した各飲料用分散油脂を紅茶
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のを、下記評価に供した。
【００４０】
　（３）評価方法
　・油分散性試験
　調製した各飲料を目視で確認し、液全体が白濁していたものを〇、やや白濁していたも
の、又は油と液体がやや分離していたものを△、油と液体が分離していたもの（白濁して
いないもの）を×とした。
【００４１】
　・透過率（乳化安定性）試験
　デジタル比色計（商品名：ｍｉｎｉ　ｐｈｏｔｏ　５１８Ｒ、タイテック株式会社製）
を用い、飲料用分散油脂を添加していない紅茶飲料をブランク（１００％）とし、調製し
た各飲料の透過率（％）を測定した。
【００４２】
　（４）評価
　表２に示すように、乳化剤としてジグリセリン脂肪酸エステルとポリグリセリン縮合リ
シノレートを添加した飲料（実施例１～９）は、分散性に優れ、透過率が良く、更に乳化
剤としてソルビタン脂肪酸エステルを添加した飲料（実施例６～９）では、分散性がより
優れ、透過率もより良かった。
【００４３】
　なお風味は実施例１～９のすべてにおいて飲料に適していたが、ジグリセリン脂肪酸エ
ステルの量が４％の時は若干異味を感じた。
【００４４】
【表２】

【００４５】
　＜試験例２＞
　（１）飲料用分散油脂の製造
　表３に示す配合で、上記試験例１と同様に飲料用分散油脂を製造した。
【００４６】
　表３中、えごま油は株式会社創健社製、グレープシード油は日清オイリオグループ株式
会社製、オリーブ油は株式会社Ｊオイルミルズ製、ココナッツ油は日清オイリオグループ
株式会社製のものである。なお、ココナッツ油は固形のため、ＭＣＴオイルと併用混合し
た。
【００４７】
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【表３】

【００４８】
　（２）評価
　上記試験例１と同様に飲料を調製し、油分散性試験と透過率試験を行った。表４に示す
ように、乳化剤としてジグリセリン脂肪酸エステル、ポリグリセリン縮合リシノレート、
及びソルビタン脂肪酸エステルを添加した飲料（実施例１０～１３）は、分散性に優れ、
透過率が良かった。
【００４９】
【表４】
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